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小売業での外国人労働の実情はどのようなもので

すか。

最近、労働力人口の不足などの要因から、労働の
現場で外国人の労働者が増えています。小売店（コ

ンビニ）、家電量販店などでは、外国人の名前の接客ス
タッフが多く、店長以外は皆、外国人の店舗も少なくあ
りません。外国人従業員が外国人観光客等を相手に外国
語で接客をする光景もよくみかけます。統計によると、
小売業界では、2009年との比較で2016年は79人中１人が
外国人労働という実態で、外国人依存度は全業種では1.9
倍のところ、卸売･小売業では2.5倍となっています。こ
れは建設、農林業、医療福祉に次いで依存度が高いです。
今後も外国人労働者が増えることは確実です。

外国人労働者を使用する際の問題点としてはどの

ようなことがありますか。

外国人の就労や活動については、出入国管理およ
び難民認定法（入管法）で定められています。入管

法は、外国人が日本に在留して就労するには、一定の在
留資格を取得することを要求しており、在留資格のない
外国人は就労することはできません。従って、外国人の
採用という入り口において、法律を遵守したものでなけ
ればなりません。

小売業の現場で外国人を雇用することはできます

か。

入管法の規制を詳しく説明することは省略します
が、入管法では、接客や販売要員は、基本的に単

純労働とみなされ、正式に在留資格として認められては
いません。認められるとすれば、①「技能実習生」の在
留資格、②就労を認められない「留学生」などの在留資
格者が「資格外活動」の許可を受けて「アルバイト」とし
て一定の限度内で就労する場合、③永住者、定住者など
就労活動に制限のない在留資格者が就労する場合、とい
うことになります。また、就労が認められる在留資格者

でも在留期間を超えて就労することは許されません。

これに違反して就労させた場合、どのような扱い

を受けるのでしょうか。

そのような外国人が就労した場合には、不法就労
となり退去強制等に処せられます。

　また、不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労と
なる外国人を斡旋した者などの不法就労を助長した者、
集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して支
配管理下に置いたまま不法就労させている者、退去強制
を免れさせる目的で不法入国者または不法上陸者をかく
まう等の行為をした者等は、３〜５年から300万円といっ
た懲役、罰金に処せられます。

合法的に採用された外国人の労務管理については、

日本の労働関係の法律の適用はどうでしょうか。

労働基準法など労働者保護の法律は、原則として
日本人と同様に平等に適用されます。外国人労働

者だからといって、日本人と同一の労働に対して労働条
件をことさら低くすることは法的に許されません。

日本人の労働者と比べて特別な留意点はどういっ

た点でしょうか。

①日本人との差別感情に基づく対応、待遇、極端
な職場分離はしない。②国籍、出身国に応じた性

格を知り、その国の慣習を尊重し、日本人の文化や流儀
を完璧に押しつけることはしない。③他方、日本人の社
会と融和的、友好的な職場環境に心がける（某宗教の過
激派の事件は疎外された移民外国人の鬱屈した感情が
一因といわれていることに留意）、といった点でしょう。

＜掲載内容に関するご質問､お問合せについて＞
高下謹壱法律事務所　電話 03-5568-6655（代）
東京都中央区銀座5-8-5 ニューギンザビル10号館４F
http://www.takashita-law.jp

第16回

「外国人労働について」

  弁護士 高下謹壱先生の法律相談


	RS_表紙
	Contents
	アジア太平洋小売業者大会
	常任理事会・理事会合同会議報告
	特別講演会　下村博文先生
	第46回アメリカ最新小売業態視察ツアー　梅根敬一郎 
	第46回アメリカ最新小売業態視察ツアー　高橋百華氏
	CIO研究会　第12回　中根貴志氏
	CIO研究会　第12回　スティーブン・レイス氏　
	第15次倫理・教育委員会　働き方改革　第1回 
	第14次企業経営委員会　第1回
	第14次企業経営委員会　第2回
	弁護士 高下謹壱の法律相談 　第16回
	旭栄食品株式会社　記事広告
	FROM日本小売業協会／編集後記
	新入会員紹介



